
 

令和4年4月　現在

障害者手帳のしおり 
  
Ⅰ 尾鷲市の障がい福祉にかかる関係団体 

 

●尾鷲市社会福祉事務所 

  障害者手帳の交付をはじめ、各種障がい福祉関係業務を担当。 

 

●紀北地域障がい者総合相談支援センター（尾鷲市社会福祉協議会内） 

  身体・知的・精神・児童のコーディネーターを配置。総合的に障がい者の生活や介護など 

の相談を行う。 

 

●身体・知的障害者相談員 

  障がいある方の様々な相談に応じ、必要な指導を行うとともに、社会福祉事務所など関係機関

に対する協力や地域活動につとめています。 

氏   名 住   所 電話番号 

西川 恭次 尾鷲市大滝町７－２４ ２２－５２６３ 

森 千賀子 尾鷲市新田町９－５ ２２－６６７６ 

 
Ⅱ 関係官公署 

名   称 住   所 電話番号 

紀北福祉事務所 尾鷲市坂場西町１－１ ２３－３４２８ 

尾鷲保健所 尾鷲市坂場西町１－１ ２３－３４５４ 

紀州児童相談所 尾鷲市坂場西町１－１ ２３－３４３６ 

障害者相談支援センター 津市一身田大古曽６７０－２ ０５９－２３６－０４００ 

尾鷲税務署 尾鷲市末広町１－３０ ２２－２２２２ 

尾鷲公共職業安定所 尾鷲市林町２－３５ ２２－０３２７ 

紀北自家用車協会 尾鷲市港町５－４ ２２－０９７１ 

尾鷲市役所市民サービス課 尾鷲市中央町１０－４３ ２３－８１６２ 

尾鷲社会福祉協議会 尾鷲市栄町５－５ ２２－３２４６ 

紀北地域障がい者総合相談 

支援センター「結
ゆい

」 
尾鷲市栄町５－５ ２２－３１７０ 

尾鷲市教育委員会 尾鷲市中村町１０－５０ ２３－８２９２ 

尾鷲市社会福祉事務所 尾鷲市中央町１０－４３ ２３－８２０３ 

※お問い合わせ先 

尾鷲市社会福祉事務所（福祉保健課 自立支援係）発行 ＴＥＬ ２３－８２０３ 
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

　児童相談所・三重県障害者相談支援センターにおいて知的障害と判定された
方に対し、その程度によりＡ１からＢ２までの区分があり手帳が交付されま
す。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

判定を受けるため、事前に本人の状況
調査等が必要となります。

障
害
者
手
帳
の
交
付

身体障害者手帳
　肢体・視覚・聴覚または平衡感覚・音声または言語機能・心臓・腎臓・呼吸
器・膀胱・直腸・小腸の機能、肝臓の機能または免疫機能に永続する障害があ
る場合、その程度により、1級から6級までの区分があり手帳が交付されま
す。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203
　医師の診断書、写真（２部）等が必
要となります。
　※交付まで１～２ヶ月かかります。

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にある方に、手帳を交付します。申請には、医師の診断
書、または障害年金証書の写しなどが必要です。手帳の等級は、１～３級で、
有効期限は２年です。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203
　医師の診断書、写真等が必要となり
ます。
　※交付まで１～２ヶ月かかります。

対象者
控除内容 控除額

控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障
害者である場合

７５０，０００円

　　　尾鷲税務署　22-2222
　　（身障３級～６級、療育B、精神２～３級)

特別障害者控除
４００，０００円

【問い合わせ先】
障害者控除

２７０，０００円

　※相続税、贈与税についても控除あり
　　（身障１級～２級、療育A、精神１級)

住民税
対象者

控除内容 控除額 【問い合わせ先】
障害者控除

２６０，０００円
　　尾鷲市役所　税務課　23-8171

（身障３級～６級、療育B、精神２～３級)
特別障害者控除

３００，０００円
（身障１級～２級、療育A、精神１級)

控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障
害者である場合

５３０，０００円

自動車税（軽自動車税）・自動車取得税
身体障害者障害者手帳をお持ちの方 ○普通自動車税及び自動車取得税の減免

【問い合わせ先】紀州県税事務所

平衡機能障害
３級（咽頭摘出者に限る）

○軽自動車税の減免申請
【問い合わせ先】

喉頭摘出による
音声機能障害

視覚障害 １級～４級 　　　　　　　　　23-3417
聴覚障害 ２級・３級

※車の買い替え毎に申請してください。
尾鷲市役所　税務課　23-8171

上肢機能障害 １級・２級
下肢機能障害 １級～６級 １級～３級
体幹機能障害 １級～５級 １級～３級

障害名 本人運転
家族・介護

者運転

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障害名 家族・介護者運転のみ（本人運転は認めない）
精神障害 １級（通院医療費番号を記載されたものに限る）

内部機能障害 １級～３級

療育手帳をお持ちの方
障害名 家族・介護者運転のみ
知的障害 Ａ１，Ａ２，Ａ最重度、Ａ重度

条件
　　　・本人運転　： 特になし
　　　・家族運転　： 障害者の通院・通学通勤等で月４回以上使用

していること。
　　・介護者運転： 障害者の通院・通学通勤等で週３回以上使用

していること。
※　障害児を除き、車両の所有者及び使用者が障害手帳所持者であること。

　自動車税及び自動車取得税の減免は、
車両に対して行われますので、お車を
買い替えたときは、必ず再度申請して
ください。
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

医
療
制
度

自立支援医療（更生医療）の給付
　身体障害者の更生に必要な治療であって、その障害を除去し、又は軽減して
職業能力を増進し、又は日常生活を容易にすること等を目的とした医療に対す
る給付をします。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

医師の意見書が必要。
入院、通院を開始する10日ほど前まで
に申請をお願いします。自己負担額は原則１割負担、世帯の所得により上限額が決定されます。

自立支援医療（精神通院）公費医療費助成

通院により精神障害の治療を受ける方の医療費の自己負担は、保険種別にかか
わらず原則1割負担になります。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

助成は窓口での受付日より開始。受給
者証の発行まで1カ月程度かかりま
す。自己負担額は原則１割負担、世帯の所得により上限額が決定されます。

障がい者医療費助成（65歳以上重度心身障害者医療費助成）

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者で、下記に
該当する方は医療費保険適用分の全額を助成します。※所得制限があります。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

　〔対象者〕
・身体障害者手帳１級～３級所持者
・療育手帳Ａ１～Ａ２所持者又は知能指数が３５以下と判定された方
・身体障害者手帳４級所持者で、
　　　かつ知能指数５０以下又は、療育手帳Ｂ１所持者
・精神障害者保健福祉手帳１級（※通院分に限る）

後期高齢者医療制度の加入

　65歳以上75歳未満で下記に該当する方は、後期高齢者医療制度の加入手続
きができます。

【問い合わせ先】

　〔対象者〕
・国民年金法等における障害年金１級、２級

・身体障害者手帳１級～３級、音声、言語、下肢の１号、３号または４
号に関する障害４級

・療育手帳Ａ１～Ａ２
・精神障害者保健福祉手帳１級、２級

　　　市民サービス課　23-8193
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

　障害程度が国民年金法施行令別表の等級表に該当する２０歳以上の方で、一
定期間の保険料納付要件を満たしている者に支給されます。

※　既に他の年金受給者及び６５歳以上の方には支給されません。

手
当
・
年
金
・
共
済
制
度

特別障害者手当
　２０歳以上であって著しく重度の障害の状態にあり、日常生活において常時
特別の介護を要する方に手当が支給されます。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

月額 ２７，３５０円 （令和2年度）

※　認定されても、長期(３ヶ月以上）にわたり入院等された場合には、支給
が停止されます。また、認定の際、所得制限があります。
障害児福祉手当
　２０歳未満であって著しく重度の障害の状態にあり、日常生活において常時
特別の介護を要する方に手当が支給されます。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

月額 １４，８８０円 （令和2年度）
※　認定されても、長期(３ヶ月以上）にわたり入院等された場合には、支給
が停止されます。また、認定の際、所得制限があります。
障害基礎年金（国民年金）

１級　月額 ８１，４２６円 （令和2年度）
２級　月額 ６５，１４１円 （　　〃　　）

※　障害発生時の加入年金により、申請窓口が変わる場合があります。

特別障害給付金

　平成17年4月から創設された制度で、国民年金制度の発展過程において任意
加入期間（強制加入ではなく任意に申し出すれば国民年金に加入できる期間）
に加入していなかったことにより、障害基礎年金が受給できなかった方に特別
障害給付金が支給されます。（詳細は係までお問い合わせください）

【問い合わせ先】
　日本年金機構名古屋事務センター
　 052-222-6700（制度説明について）
　日本年金機構　尾鷲事務所

１級　月額 ５２，４５０円 （令和2年度） 　 0597-22-2340（文書受付のみ）

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

掛金：月9,300円～23,300円（年齢区
分）
※「小規模企業共済など掛金控除」と
して所得税法の対象となります。※　新規加入の場合、保護者が６５歳以上の場合は加入できません。

２級　月額 ４１，９６０円 （　　〃　　）

特別児童扶養手当
　障害程度が国民年金法施行令別表の等級表に該当する児童を監護している父
母等に手当が支給されます。（詳細は係りまでお問い合わせください）

【問い合わせ先】

１級　月額 ５２，５００円 （令和2年度）
　 福祉保健課　子育て支援係　23-

２級　月額 ３４，９７０円 （　　〃　　）

※　認定の際、所得制限があります。

心身障害者扶養共済制度

　心身障害者を扶養している保護者に毎月一定額の掛金を納めていただくと、
保護者が万が一の場合に死亡したり重度障害の状態となった時に障害者に対
し、毎月２万円が支給されます。障害者１名に対し２口まで加入できます。

【問い合わせ先】
　市民サービス課　23-8162

  （尾鷲市栄町5-5　福祉保健センター2F）
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

※購入前に申請が必要となります。
　　申請に必要なもの

・身体障害者手帳
・印鑑（認印可）
・見積書
・医師の意見書(必要ない場合あり)

※購入前に申請が必要となります。
※　介護保険の認定を受けられている方は、そちらの制度が優先されます。 　　申請に必要なもの

・身体障害者手帳
・印鑑（認印可）
・見積書
・医師の意見書(必要ない場合あり)

※住宅改修の場合、施工開始前の
　申請が必要となります

障害種類 主な種目（例）
下肢、体幹２級以上 特殊寝台
下肢、体幹２級以上、知的Ａ２以上

聴覚障害 補聴器

肢体障害
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす
歩行器、歩行補助つえ

自己負担額は原則１割負担、世帯の所得により上限額が決定されます。
日常生活用具の交付

特殊マット

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する重度障害
者に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を給付又は貸与します。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

補装具費の支給
　身体障害者手帳所持者の日常生活上の能率向上を図るために、補装具の製
作・修理に係る費用の支給を行います。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

※　介護保険の認定を受けられている方は、そちらの制度が優先されます。
障害種類 主な種目(例)

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡

下肢、体幹２級以上　※ 特殊尿器
下肢、体幹２級以上　※ 入浴担架
下肢、体幹２級以上　※ 体位変換器
下肢、体幹２級以上 移動用リフト
下肢、体幹２級以上 浴槽（湯沸器を含む）
下肢、体幹　※ 入浴補助用具
下肢、体幹２級以上 便器
下肢、体幹、平衡 Ｔ字杖、棒状の杖
下肢、体幹、平衡　※ 移動、移動支援用具
下肢、体幹、平衡、知的、精神　※ 頭部保護帽
上肢２級以上、知的Ａ２以上 特殊便器
身体障害２級以上、知的Ａ２以上 火災警報器
身体障害２級以上、知的Ａ２以上　※ 自動消火器
視覚２級以上、知的Ａ２以上　※ 電磁調理器
視覚２級以上 歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚２級以上　※ 聴覚障害者用屋内信号装置
腎臓３級以上　※ 透析液加湿器
呼吸器３級以上又は同程度の障害　※ ネブライザー（吸入器）
呼吸器３級以上又は同程度の障害　※ 電気式たん吸引器
医療保険における在宅酸素療法を行う者 酸素ボンベ運搬車
視覚２級以上　※ 盲人用体温計（音声式）
視覚２級以上　※ 盲人用体重計
音声言語、肢体不自由　※ 携帯用会話補助装置
上肢２級、言語２級以上　※ パーソナルコンピューター
視覚、上肢２級以上 情報・通信支援用具
視覚２級以上かつ聴覚２級以上　※ 点字ディスプレイ
視覚２級以上 点字器
視覚２級以上 点字タイプライター
視覚２級以上 視覚障害者ポータブルレコーダー
視覚２級以上 視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚　※ 視覚障害者用拡大読書器
視覚２級以上　※ 盲人用時計
聴覚　※ 聴覚障害者用通信装置（ＦＡＸ）
聴覚 聴覚障害者用情報受信装置
咽頭摘出した音声機能障害者 人工咽頭
主に情報入手が点字の視覚障害者 点字図書
ストマ造設者 ストマ装具
高度の排便、排尿機能障害者　※ 収尿器（紙おむつ）
高度の排尿機能障害者 収尿器
下肢、体幹、運動機能３級以上　※ 居宅生活動作補助用具（住宅改修）

自己負担額は原則１割負担、世帯の所得により上限額が決定されます。

福
祉
用
具
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

※世帯構成員全員が市町村民税非課税 　　申請に必要なもの
※世帯構成員全員が市町村民税非課税 ・障害者手帳
※世帯構成員全員が市町村民税非課税 ・印鑑（認印可）

・視覚及び聴覚障害者の方が世帯主の場合 ・証明願
・重度の身体、知的、精神障害者の方が世帯主の場合

受
信
料
・
郵
便
・
電
話
料
金
等

ＮＨＫ受信料の減免
　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、下記に該
当する方はＮＨＫ受信料が減免されます。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

①全額免除 ・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

②半額免除

　※　ＮＨＫ受信契約者と世帯主が同一の場合に限ります。
ＮＴＴ無料電話案内

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、下記に該
当する方はNTT電話案内が無料になります。

【問い合わせ先】

障害種類 障害等級
視覚障害 １級～６級
肢体障害（上肢・体幹）

１級・２級乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
障害

療育手帳・精神保健福祉手帳

点字用郵便物

　点字のみを掲げたものを内容とする郵便物は無料で送ることができます。

【問い合わせ先】

青い鳥郵便はがきの無償配布

重度の障害者（1級・2級）、重度の知的障害者（Ａ）に通常郵便はがきを一
人につき２０枚無料で配布されます。
　　申し出の方法
　　　お近くの郵便局など。
　　＊申し出の受付期間があります。

【問い合わせ先】

携帯電話割引 【問い合わせ先】

NTTドコモ　ドコモ携帯電話専用151

手話通訳者・要約筆記者の派遣

　聴覚障害または音声・言語機能障害をお持ちの方の意思疎通を支援するため
に、手話通訳者等の派遣を受けることができます。
　派遣にあたり日程調整等の期間が必要ですので、日程に余裕をもってお申し
込みください。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉所持者で、携帯電話を所
有している方に対し、基本料金の割引を受けられる場合があります。

SoftBank　　ソフトバンク携帯電話専用157

           　　  一般電話等080-0919-0157

au　　　　　au携帯電話専用157

           　　  一般電話等0077-7016

＊事前の登録が必要です。

NTT西日本ふれあい案内担当フリーダイヤル

0120-104-174

　　郵便局（郵便）　22-0300

　　郵便局（総務）　22-0250

            一般電話等0120-800-000
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

①
②

　歩行困難な身体障害者が運転又は同乗する自動車に対し、駐車禁止区域にお
いて駐車ができる許可証が発行されます。

【問い合わせ先】
　　　　尾鷲警察署　25-0110

有料道路通行料金割引

　下記に該当するものは有料道路通行料金が半額になります。
【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

　重度の肢体又は体幹機能障害者で、自動車改造により自動車の運転が可能に
なり、その結果就労等の社会参加が可能になる方に対し、１０万円を限度に自
動車改造費が助成されます。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

※　所得制限があります。事後申請の場合は申請できません。
自動車運転免許取得助成

　身体障害者手帳１級から４級所持者で、経済的理由により免許の取得が困難
な方に対し、免許取得に直接要した費用の２／３以内で、かつ１０万円以内の
額が助成されます。

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

※　所得制限があります。事後申請の場合は申請できません。
駐車禁止区域の駐車許可証

＊事前の手続きが必要です。
家族運転 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のう

ち、重度の障害（身障第１種、療育A）をお持ちの方

JR及び私鉄運賃割引

　手帳所持者は、下記の種別により、JR及び私鉄の運賃が半額となります。
【問い合わせ先】
　各鉄道会社にお問い合わせください。

本人運転 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

手帳種別 乗車人 普通乗車券 定期乗車券 急行券

第１種
（Ａ）

本人 ○※１ ○ ○ JR東海　050-2016-1600
介護者 ○ ○ ○ 近鉄　　050-3536-3957

第２種
（Ｂ）

本人 ○※２ × ×
介護者 × × ×

※1 本人が1人で乗車の場合は、各鉄道の乗車距離が100㎞以上のみ割引
※2 各鉄道の乗車距離が100㎞以上のみ割引

（注意）小児定期乗車券には割引制度がありません。

バス運賃割引

乗車券購入時に身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉所持者は、下記の種別に
より、普通乗車券が半額となります。＊定期乗車券につきましては、各バス会
社にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

　各バス会社にお問い合わせください。

手帳種別 乗車人 普通乗車券

第１種
（Ａ）

本人 ○
介護者 ○ 三重交通　南紀営業所

第２種
（Ｂ）・精

本人 ○ 0597-85-2196
介護者 ×

航空運賃割引

　身体障害者手帳又は療育手帳所持者で、下記に該当する方は国内線の航空運
賃が約25％割引されます。（航空会社によって割引率は異なります。）

【問い合わせ先】
　各航空会社にお問い合わせください。

乗車人 条件

運賃支払時に身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福
祉手帳を提示してください。

本人・介護
者

身体障害者手帳（第１種）

療育手帳に航空割引本人・介護者の証明
印がある人

本人
身体障害者手帳（第１種）
療育手帳に航空割引本人の証明印がある
人

　※改造前の申請が必要となります。

　※取得前の申請が必要となります。

＊乗降時に手帳を提示してください。

クリスタルタクシー　尾鷲営業所
22-1418

行
動
範
囲
の
拡
大

三重おもいやり駐車場

　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者で、下記に
該当する方に三重おもいやり駐車場利用証を交付します。

　[対象者]
　・身体障害者手帳の障害種類によって等級が異なります。
　・療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

タクシーの割引 【問い合わせ先】

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者はタ
クシー運賃の１割引となります。（タクシー会社によって取扱いの
ない場合があります。）

自動車改造費助成
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

①

②
③
④

⑤

①
②
③

①
②
③

①
②

③

通
院
費
助
成

じん臓機能障害者通院交通費助成

　下記①～⑤に全てに該当する方が対象となります。
【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

尾鷲市に住所を有し、じん臓機能障害により身体障害者手帳を所持
している方
人工透析療法を受けるため、月6回以上の通院をしている方
居住地から医療機関までの通院距離が片道5km以上の方
生活保護法による医療扶助等他の法令により通院交通費の助成を
受けていない方
前年度分の市町村民税所得割額が16万円未満の方

【 補 助 額 】
補助額 月額1,800円

【 申請方法 】

※３月の報告には、通院回数が証明できる書類が必要です。
　領収証等は大切に保管しておいて下さい。

毎年4月25日までに交付申請のうえ、３月中に通院回数を報告してくださ
い。

指
定
ご
み
袋
の
交
付

尾鷲市指定ごみ袋手数料の減免

　以下の対象者に該当する方が属する世帯に対して、指定ごみ袋を10枚1袋単
位で自由に組み合わせて、合計容量1,800ℓを上限に交付いたします。ただ
し、除外要件がありますので、よくご確認のうえ、申請を行ってください。

減免対象者の所持する各種障害者手帳
代理申請者の本人確認書類（顔写真付き１枚or写真なしなら２枚）

【対象者】
身体障害者手帳１級・２級所持者

【問い合わせ先】
　　環境課　　　　23-8251
　　福祉保健課　　23-8203
　　各地区センター（申請受付のみ）

【申請時に必要な物】
減免対象者及び代理申請者の印鑑（代理の場合は２つ必要です。）

療育手帳Ａ１・Ａ２所持者
精神障害者保健福祉手帳１級所持者

【除外要件】
世帯構成員のどなたかに、市町村民税が課税されている場合

他の支給要件（0～2歳児扶養世帯、おむつ券支給世帯）に基づいて、
既に交付を受けている場合

【顔写真付き身分証明書】　運転免許証、マイナンバーカード、旅券（パスポート）等

【顔写真なし身分証明書】　被保険者証、住民票写し、年金手帳等

当該年度に既に交付を受けている場合（複数回に分けての申請は不
可。）

不在者投票制度 【問い合わせ先】

　下記の障害で身体障害者手帳の交付を受けられている方は、郵便
等により不在者投票を行うことが出来ます。

障　　害　　名
障害の程度

○

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸、小腸の障害

○ ー ○

免疫、肝臓の障害 ○ ○

選挙管理委員会　23-8115

※事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。詳細
は、選挙管理委員会に相談してください。
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Ⅲ　　障　害　者　福　祉　制　度
令和4年4月　現在

※内容に一部変更がある場合もありますので申請前に窓口にてご確認ください。
事　　業　　内　　容 備考

【問い合わせ先】福祉保健課　23-8203

介護給付

　介護の支援を受ける介護給付と訓練等の支援を受ける訓練等給付がありま
す。介護給付を受けるためには、障害支援区分の認定が必要となります。
　下記以外のサービスもありますので、詳しくは窓口で相談してください。

介護・訓練等給付事業

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険
を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

居宅介護

サービス区分 内　　　　　　　容

※利用に際しては、申請と支給決定が必要です。詳細はご相談くださ
い。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス ※利用に際しては、申請と支給決定が必要です。詳細はご相談くださ

い。

移動支援事業

　屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。利用できるの
は、社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための外出の際の移動であっ
て、原則として1日の範囲内で用務を終える移動に対し支援を行います。ただ
し、下記のような場合は原則利用することができません。
　・通勤・通学や通所にかかる外出
　・営業活動等経済活動にかかる外出
　・通年かつ長期にわたる外出
　・社会通念上、適当でない外出

※利用に際しては、申請と支給決定が必要です。詳細はご相談くださ
い。

日中一時支援事業

　一時的に見守り等の支援が必要な方の日中活動の場を確保し、ご家族の就労
支援や一時的な休息の機会を提供するために支援を行います。支援を受けられ
る時間には上限があり、上限時間は障害程度等を勘案して決定されます。

自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能の又は生活能力の向上のために必要な訓練を行い
ます。

短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含め
施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。

施設入所
施設に入所する人に、入浴、排泄、食事の介護等を行いま
す。

就労継続支援
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると共
に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援
助を行います。

共同生活介護
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の
介護等を行います。

訓練等給付
サービス区分 内　　　　　　　容
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